
１　募集する学科、学年及び入学定員

おって、県教育委員会において決定する。

２　出願者の資格

出願者は、次の(１)及び(２)に該当する者であること。

(１) 知的障がい者(学校教育法施行令第２２条の３)

(２) 次のいずれか一に該当する者

イ　平成２４年３月に中学校又は特別支援学校の中学部を卒業見込みの者

ウ　学校教育法施行規則第９５条各号のいずれかに該当する者

３　出　願

(１) 入学願書等の提出

平成２４年度　岐阜県立東濃特別支援学校高等部入学者募集要項

高等部 普通科 第１学年

部 学　科 学　年 入　学　定　員

ア　中学校又は中等教育学校前期課程(以下中学校という)、特別支援学校の中学部を
　卒業した者

ア　出願者は、所定の入学願書(様式１)に必要事項を記入し、出願前６か月以内に撮
　影した上半身の写真(縦４㎝・横３㎝)を所定の欄に貼付し、その他本校の校長が定

(２) 出願の期間

(３) 出願先学校の変更

ア　出願先学校を変更しようとする者は、１回に限り変更することができる。

ウ　出願先学校の変更手続きは、次のとおりとする。

(ア) 出願先学校を変更しようとする者は、在学(出身)学校の校長に申し出ること。

(イ) 在学(出身)学校の校長は、出願先学校の変更を申し出た者の提出済みの入学願
　 書、調査書等の書類の返付を本校の校長に求めること。

(ウ) 在学(出身)学校の校長は、本校の校長から返付された入学願書、調査書等の書
　 類を、変更後の出願先学校の入学願書、調査書等の書類に添付して、変更後の出
　 願先学校の校長に提出すること。

　影した上半身の写真(縦４㎝・横３㎝)を所定の欄に貼付し、その他本校の校長が定
　める書類(入学出願者調査票：様式２)を添えて在学(出身)学校の校長に提出する。
　　なお、他の都道府県の区域に居住する者又は県外の学校に在学している者にあっ
　ては、７に定める承認書を入学願書に添付するものとする。

イ　在学(出身)学校の校長は、調査書を作成し、入学願書とともに出願の期間内に本
　校の校長に提出しなければならない。
　　調査書は、教育課程の実施状況により調査書Ａ(別記第３号様式)又は、調査書Ｂ
　(別記第４号様式)を選択して使用するものとする。
　　ただし、平成１７年度以前に中学校又は特別支援学校の中学部を卒業した者につ
　いては、調査書にかえ、卒業を証明するに足る書類とすることができる。

　　　　　平成２４年２月１日(水)　から　平成２４年２月３日(金)　まで
　　　　　　※受付は、毎日午前９時から午後４時までとする。

イ　変更期間は、平成２４年２月６日(月)の１日とし、受付は、午前９時から午後４
　時までとする。

　 願先学校の校長に提出すること。



４　検査等の実施

(１) 検査等の内容

ア　運動能力検査　　　イ　学力検査(国語及び数学)　　　ウ　面接

(２) 期 日　 平成２４年２月９日(木)

(３) 場 所　 岐阜県立東濃特別支援学校　土岐市泉町河合根ノ上1127-10

(４) 日 程

 8：50 ～  9：20

検査場への移動

点呼・諸注意・連絡

受付・更衣

 9：35 ～  9：50

 9：25 ～  9：35

検査Ⅰ 検査Ⅱ

11：30 ～ 11：50

11：00 ～ 11：20

 9：50 ～ 10：40

※面接終了後、随時解散

運動能力Ｂ運動能力Ａ 又は Ｂ

学力(国語) 面接(本人・保護者)

学力(数学)

※検査Ⅱは、長時間の姿勢保持が困難な生徒、日常的な医療的ケアを必要とする生徒
  等を対象とする。

13：00 ～       

11：50 ～ 12：50

※運動能力Ａは、基本的な運動能力や集団行動についての内容、運動能力Ｂは、身体
　の動きや環境の把握等についての内容とする。

面接(本人・保護者)

※面接終了後、随時解散

※検査Ⅰ、検査Ⅱのどちらで受検するかについては、教育相談等を経て決定する。

昼食・休憩

(５) 持ち物

(６) その他

５　入学者の選考方法

６　合格者の発表

７　県外からの出願

　入学者選考委員会を設置し、提出された書類及び実施した検査等の結果に基づいて、
総合的に入学者の選考を行う。

　平成２４年２月１６日(木)午前９時、本校で合格者の受検番号を掲示し発表するとと
もに、在学(出身)学校長に合否の結果を通知する。(電話等による問い合わせには応じな
い)
　合格者の発表の後、入学者説明会(9:30～12:30)を実施するので、受検票を持参の上､
保護者同伴で出席すること。

　他の都道府県の区域に居住する者又は県外の学校に在学している者が本校高等部へ出

受検票、上靴、筆記用具等(鉛筆、消しゴム)、運動服、体育館用シューズ、
昼食(検査Ⅰ受検者のみ)

　受検者は保護者同伴で来校すること。付添の保護者は、検査開始から終了まで控室
で待機し、受検者の体調、トイレ等について本校職員と打ち合わせ、必要な介助を行
うこと。

※検査Ⅰ、検査Ⅱのどちらで受検するかについては、教育相談等を経て決定する。
　また、受検者の障がいの程度等に応じて、検査内容及び方法等について配慮する。

　他の都道府県の区域に居住する者又は県外の学校に在学している者が本校高等部へ出
願しようとするときは、あらかじめ「岐阜県立特別支援学校出願承認願」(別記第１号様
式)を本校校長に提出し、その承認書(別記第２号様式)を入学願書に添えなければならな
い。



８　特別な事由による検査等

９　出願に関する事項の連絡先

岐阜県立東濃特別支援学校 高等部 部主事：三宅則英、部教務：三好孝昇

〒509-5101　岐阜県土岐市泉町河合根ノ上１１２７－１０

ＴＥＬ：０５７２（５５）４８２１ ＦＡＸ：０５７２（５５）４８２９

10　交通機関等

・ＪＲ中央線　土岐市駅下車

・東鉄バス[土岐市駅　東濃フロンティア高校行き]特別支援学校前 下車

発車時刻【　8：16、8：40　】

＜帰り＞東鉄バス[特別支援学校前　土岐市駅行き]

発車時刻【　15：21、15：46、16:31　】（平成２３年　９月３０日現在）

※問い合わせ、連絡は午前９時から午後４時までとする。ただし、土曜日、日曜日、
　祝日を除く。

　障がいの状態、学習意欲及び家庭事情等を考慮し、特別な事由があると認められた場
合には、定員の範囲内において、平成２４年３月２８日(水)までに、上記の他に検査等
を行うことができる。実施方法及び期日については、教育委員会と協議の上、本校校長

が定める。

11　受付及び駐車場案内図

※当日は、本校職員が駐車場の誘導を行う。

12　その他

　入学願書(様式１)、入学出願者調査票(様式２)、岐阜県立特別支援学校出願承認願(別
記第１号様式)は、本校より郵送するので、問い合わせること。

　調査書Ａ(別記第３号様式)、調査書Ｂ(別記第４号様式)については、中学校又は特別
支援学校中学部で作成する書類なので、掲載を省略する。

　入学願書等の提出、合格通知書の受領の際には、身分証明書及び委任状を持参するこ
と。

高等部玄関

校 舎

受付 植 木 植 木

フ
ェ
ン
ス

本校職員駐車場

本校職員

駐車場

保護者

駐車場

保護者

駐車場

校

門 特別支援
学校前

グランド

第
３
棟


